
公告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和８年３月19日 

東御市長  花 岡 利 夫 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 工事名 東部地区小学校給食センター建設工事 

(2) 工事場所 東御市県71-4他 

(3) 工事番号 ７-般-90 

(4) 工期 本案件の請負契約は、東御市議会の議決を要するものである。 

     （仮契約後すみやかに東御市議会への上程を予定） 

     議会議決の日から令和９年10月29日まで 

(5) 工事概要 給食センター建設工事 一式 

(6) 最低制限価格 設定あり 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  東御市長が入札参加資格を認定し令和７・８・９年度建設工事入札参加者名簿に登録された者

のうち、次のいずれにも該当する者であることとします。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項又は東御市財務規則（平成16

年東御市規則第36号。以下「規則」という。）第104条第１項の規定により入札に参加すること

ができないとされた者でないこと。 

(2) 令和７・８・９年度建設工事入札参加者名簿に登録された本社・本店、支店又は営業所の所

在地が、東御市、長野市、上田市、須坂市、小諸市、中野市、飯山市、佐久市、千曲市、南佐

久郡、北佐久郡、小県郡、埴科郡、上高井郡、下高井郡、上水内郡又は下水内郡の者であるこ

と。 

(3) 建築一式工事について建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）に規定する特

定建設業の許可を有する者であること。 

(4) 法第27条の23第１項に規定する経営事項審査の結果通知書（最新のもの）の建築一式工事の

総合評定値（Ｐ）が、1,000点以上の者であること。 

(5) 次に掲げる要件をすべて満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できる者であること。 

 ア 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者 

 イ 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者 

(6) 配置する技術者は、本工事の入札参加資格確認書提出日以前３か月以上の恒常的な雇用関係

を有する者であること。 

(7) 入札申込日から入札日までの間に、東御市建設工事等入札参加者に係る指名停止要綱（平成

16年東御市告示第14号）の規定による指名停止期間中でない者であること。（入札参加資格の

確認を受けた後に、指名停止の措置を受けた場合は、入札参加資格は、取り消すものとする。） 

(8) 他の工事を受注したことにより配置技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに

辞退届を提出することができる者であること。 

(9) 工事完了後、全ての維持管理について迅速に対応できると認められる者であること。 



 

３ 入札に参加する者に必要な資格の確認 

  入札に参加する者に必要な資格について確認しますので、次のとおり書類等を提出してくださ

い。 

(1) 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

イ 誓約書（様式第２号） 

ウ 配置予定技術者に関する調書（様式第３号） 

エ 東御市内事業者使用予定調書（様式第４号） 

オ 経営事項審査結果通知書の写し（最新のもの） 

カ 資格等の写し（専任配置する技術者（監理技術者）の「監理技術者資格者証」（表・裏）

等） 

キ 配置予定技術者の恒常的雇用関係が確認できるもの（住民税特別徴収税額通知書の写し等） 

ク 工事完了後の維持管理に対応する事業所、県内協力企業について記載したもの（自由書式） 

※ ア～クの様式は、入札・契約に係る留意事項に定める様式によるものとします。 

(2) 提出方法 

ア 提出場所 東御市役所総務部総務課契約財産係 

イ 提出期限 令和８年３月31日（火） 

ウ 提出手段 持参又は郵送（郵送の場合、提出期限までに必着していることとします。） 

(3) 入札参加資格の認定結果は、令和８年４月６日（月）に、結果通知書により発送します。 

(4) 提出書類作成にかかる費用は、参加者の負担とし、申請のために提出された資料等は返却し

ません。 

 

４ 設計図書等を示す方法 

設計図書、特記仕様書及び提出書類様式並びに入札・契約に係る留意事項は、東御市公式ホー

ムページ（以下「東御市ＨＰ」という。）からダウンロードすることができます。 

 

５ 質問の受付及び回答 

  質問の受付及び回答は次のとおりとします。 

(1) 質問受付期間 令和８年４月７日（火）から同月10日（金）まで（土、日曜日を除く。） 

(2) 質問受付時間 質問受付期間におけるそれぞれの日の午前８時30分から午後５時15分まで 

(3) 質問提出場所 総務部総務課財政係 

(4) 質問提出方法 東御市ＨＰに掲載の質問書により、持参、電子メール又はファクシミリとす

る。（電子メール及びファクシミリの場合、電話にて提出の旨を連絡すること。） 

(5) 質問回答日時 原則として、令和８年４月15日（水）午後５時までに回答します。 

(6) 質問回答方法 東御市ＨＰに随時掲載します。 

 

６ 入札の日時・場所及び入札方法 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札及び開札の日時及び場所 

ア 日時 令和８年４月21日（火）午前11時 



イ 場所 東御市役所本館２階全員協議会室 

(3) 郵送による入札の可否 

郵送による入札は、受け付けません。 

(4) 入札書に記載する金額 

価格の総額について行います。なお、落札候補者の決定に当たっては、入札書に記載された

金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てる。）をもって、落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入

札書に記載してください。 

(5) 入札書の提出時に提出する書類 

 ア 入札時には入札書と一緒に、正しく作成された工事費内訳書を提出してください。工事費

内訳書の作成については東御市ＨＰ掲載の「工事費内訳書の作成にあっての注意事項」を確

認してください。 

 イ 代理人が入札する場合は委任状を提出してください。 

 

７ 入札の無効 

(1) 規則第112条各号に該当する入札書は、無効とします。 

(2) 提出された工事費内訳書について審査項目に従い審査した結果、不備があった場合は、その

者の入札を無効とします。 

 

８ 落札者の決定方法 

(1) 予定価格（消費税及び地方消費税を除く。）以下で最低制限価格以上の範囲内で入札し、か

つ工事費内訳書の一次審査において不備のない者のうち、最低の金額で入札した者を落札候補

者とします。 

(2) 開札終了後に、提出された工事費内訳書について審査を行い、不備のない場合には当該落札

候補者を落札者として決定し、通知します。 

 

９ 契約方法等 

本工事の請負契約は、東御市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（平成16年東御市条例第52号）第２条に規定する契約に該当するため、落札者決定後、落札者と

仮契約を締結し、東御市議会の議決がなされた時にこれを本契約とみなします。 

 

10 入札保証金、支払条件及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の5％とし、納付は免除します。ただし、落札者

が契約を締結しない場合は納付を要します。 

(2) 支払条件 

 ア 前払金 

  当該会計年度の出来高予定額の４割の範囲内で前金払することができます。 

 イ 中間前払金 

  当該会計年度の出来高予定額の２割の範囲内で中間前金払することができます。 

  ウ 部分払 



   原則として、規則第137条の規定による回数の範囲内で部分払することができます。 

  エ 支払限度額 

   各会計年度における請負代金の支払限度額は、以下のとおり予定しています。 

   令和８年度 請負代金の約50％の金額 

   令和９年度 請負代金の約50％の金額 

   ただし、予算上の都合その他の必要があるときは、支払限度額を変更することがあります。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10以上の金銭的保証 

 

11 その他注意事項 

  詳細は、入札・契約に係る留意事項によります。 

  令和８年４月１日付の組織改正に伴い、係名が令和８年３月と４月で異なりますので、ご注意

ください。 

 

12 入札事務に関する問合せ先 

東御市役所総務部総務課契約財産係（令和８年４月以降は財政係） 

電話 0268－64－5805（直通） 

ファクシミリ 0268－63－5431 

電子メールアドレス keiyaku＠city.tomi.nagano.jp 


